
((公公財財))ひひょょううごご産産業業活活性性化化セセンンタターー 

H22.3 

  
   

経営活動を行っていく上で生じる法的問題について、 

弁護士が無料で法律相談に応じています。 
 

 会社設立、取引に係る法的問題 

 代理店契約、フランチャイズ契約等取引に係る契約書の相談 

 会社やお店の相続・土地建物の譲渡・借地、借家権に関する相談 

 債権回収を早急に確実に行うための民事保全手続きや支払督促手続き 

 賃貸契約や手形、小切手のトラブル              など。 

 

実施日：原則 第２金曜日・午後（13時～17 時） 

  ①１３時～ ②１４時～ ③１５時～ ④１６時～ 

完全予約制 
 

平成 22 年度 法律相談日 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1 月 ２月 ３月

9日 14日 10日 9 日 13日 10日 8 日 12日 9 日 14日 10日 11日

    ※ 6 月は第 2 木曜 6/10、12 月は第 2 木曜 12/9、2 月は第 2 木曜 2/10 となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊当事業は、(独)中小企業基盤整備機構 近畿支部が実施している出張相談です。 

 

公益財団法人ひょうご産業活性化センター 

 産業企画部 経営革新課 総合相談ナビゲーター 

〒651-0096 神戸市中央区雲井通５丁目３－１ サンパル６階 

電話 078－230－8１49 ファクシミリ 078－291－8190 

 ホームページ http://web.hyogo-iic.ne.jp 

 電子メール keiei1＠staff.hyogo-iic.ne.jp 

◇問い合わせ・申し込み先 ◇ 


